
川越都市計画地区計画の変更（川越市決定）

都市計画本川越駅西口周辺地区地区計画を次のように決定する。

決定告示年月日

平成30年 6月29日

名 称 本川越駅西口周辺地区地区計画

位 置
川越市新富町１丁目の一部、新富町２丁目の一部、中原町２丁

目の一部

面 積 約 ６.８ ha

地区計画の目標

本地区は、西武新宿線本川越駅周辺に位置し、本川越駅、川越

駅、川越市駅を中心とした三駅周辺地区として都市的活動核に位

置づけられている。

本地区計画は、本川越駅西口の開設による交通利便性を生かし

た土地利用を促進し、地域の活性化を図るとともに、住環境との

調和や防災性の高い市街地の形成を図り、安全で安心なまちづく

りを目標とする。

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

土地利用の方針

秩序ある市街地の形成を図るため、それぞれの特性に応じた５

つの地区に区分し、計画的な土地利用の誘導を図る。

（１）商業業務地区A

商業機能の立地を図る地区とする。

（２）商業業務地区B

本川越駅の利便性を向上する土地利用を図る地区とする。

（３）商業業務地区C

連続的な賑わいと、後背の住宅への配慮を図る地区とする。

（４）商業業務地区D

商店街の活性化と後背の住宅への配慮を図る地区とする。

（５）住商共存地区

生活利便施設を誘導しつつ、住環境を保全する地区とする。

建築物等の
整備の方針

良好な市街地の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築

物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度を定める。
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地区の

区 分

区分の
名 称

商業業務地区A
(商業地域)

商業業務地区B
(商業地域・近隣商業地域)

区分の
面 積

約 0.3 ha 約 2.9 ha

建築物等の
用途の制限

― ―

建 築 物 の
敷地面積の
最 低 限 度

100㎡

ただし、地区計画決定告示時に当該規定に適合しない土地につい

て、その全部を一つの敷地として使用する場合は適用しない。

建築物等の
高 さ の
最 高 限 度

―

備 考

公益上必要なもので、安全上、防火上及び衛生上周囲の環境を

害するおそれがないと市長が認めるものについては、上記の制限

は適用しない。



「区域及び地区整備計画は、計画図表示のとおり」

理 由 駅を中心とした良好な市街地を実現するとともに、形成されている住環境を

今後の無秩序な建築行為により損なわないよう、維持・保全を図るものである。
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地区の

区 分

区分の
名 称

商業業務地区C
(近隣商業地域)

商業業務地区D
(近隣商業地域)

住商共存地区
(近隣商業地域)

区分の
面 積

約 0.9 ha 約 0.9 ha 約 1.8 ha

建築物等の
用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

一 カラオケボックス、マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所そ

の他これらに類するもの

二 倉庫業を営む倉庫

三 畜舎（床面積の合計が15㎡を超える

もの）

四 工場（建築基準法施行令第130条の

6に定めるものを除く）

五 火薬類、石油類、ガスなどの危険物の

貯蔵・処理施設（敷地内建築物の供給処

理に伴う貯蔵施設は除く）

次に掲げる建築物は建築

してはならない。

一 カラオケボックス、

マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場、勝馬投

票券発売所その他これ

らに類するもの

二 倉庫業を営む倉庫

三 畜舎（床面積の合計

が15㎡を超えるもの）

四 工場（建築基準法施

行令第130条の6に定

めるものを除く）

五 火薬類、石油類、ガ

スなどの危険物の貯

蔵・処理施設（敷地内

建築物の供給処理に伴

う貯蔵施設は除く）

六 風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関

する法律第33条第1項

の規定に該当する営業

に係わるもの

建 築 物 の
敷地面積の
最 低 限 度

100㎡

ただし、地区計画決定告示時に当該規定に適合しない土地につい

て、その全部を一つの敷地として使用する場合は適用しない。

建築物等の
高 さ の
最 高 限 度

20 ｍ

備 考

公益上必要なもので、安全上、防火上及び衛生上周囲の環境を

害するおそれがないと市長が認めるものについては、上記の制限

は適用しない。








